
秋田市公報 仕様書

１ 内容および発行日

(1) 本号

前月中に公布した法規文や公示文を取りまとめて発行する。

４月から１２月までの毎月１回 １０日付けの発行又は随時の発行

(2) 号外

前月の監査および人事行政の運営等の状況の公表等を発行する。

４月から１２月までの数回 １０日付け

(3) 目録

前年に発行した公報の目録を取りまとめて発行する。

年１回 ２月１０日付けの発行

２ 用紙の規格および電子媒体

(1) 用紙

ア サイズ

Ａ４判縦長

イ 紙質

古紙配合の再生紙で、白色度、古紙配合率等は、令和２年度に使用した用

。 、 、紙と同程度のものとする ただし 再生紙で納入することが困難な場合には

代替品での納入を認める場合もある（契約業者と相談の上、決定する 。。）

(2) 電子媒体

ＰＤＦファイル形式でＣＤ－Ｒに保存して納入すること。

３ 書式

横書き

４ 発行部数

(1) 本号 ３０部

（年９回発行 年間４５０ページ／部）

(2) 号外

ア 監査公表 ３０部

（年７回発行 年間７０ページ／部）
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イ その他 ３０部

（年１回発行 年間２０ページ／部）

(3) 目録 ３０部

（２月１０日発行 ５０ページ／部）

５ 契約期間

令和３年４月１日から令和４年２月２８日まで

６ 印刷および納品の日程

印刷および納品の日程については、おおむね次のとおりとする。

(1) 原稿渡し 当月１日まで

(2) 初校 当月３日まで

(3) 初校戻し 当月５日まで

(4) ２校 当月７日まで

(5) ２校戻し 当月８日まで

(6) 発行 当月１０日まで

(7) 納品 完成後、速やかに納品すること。

７ 原稿等の提供方法

原則として公布様式（Ａ４サイズ）に朱書き訂正を加えた紙原稿を、訂正前の

データファイルとともに契約業者へ提供する。契約業者は、デ―タファイルを使

用し、紙の原稿に基づいて制作を行うこと。

８ その他

(1) 自社で制作および印刷を行うこと。

(2) 発注予定数量が不確定であるため、１ページ当たりの単価契約とする。

(3) １ページ当たりの単価に消費税および地方消費税の額を加算した金額を契約

単価とする。

(4) 秋田市が契約業者から適法な支払請求書を受け取った日から３０日以内に、

秋田市が契約業者へ代金を支払うこととする。

(5) 入札に当たっては、１ページ当たりの単価（消費税および地方消費税の額を

含まない ）を入札書に記載すること。。
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